
令和５年度第４回勝浦市地域公共交通活性化協議会会議次第 

 

日時：令和６年３月２７日（水）午後２時から  

場所：勝浦市芸術文化交流センター  大会議室  

 

 

１．開 会  

 

２．議 題  

 

（１）路線バス「勝浦・御宿線」及び「ミレーニア線」の再編について  

 

（２）デマンドタクシーの運行拡充について  

 

（３）令和６年度協議会事業計画（案）及び予算（案）について  

 

（４）協議会委員の追加について  

 

３．その他  

 

４．閉 会  
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所属元役職名 氏  名 備考

1
【会長】

勝浦市　副市長 竹下　正男

2
国土交通省　関東運輸局
千葉運輸支局 首席運輸企画専門官

髙橋　直人

3
千葉県総合企画部交通計画課
企画調整班　班長

小松　直人 欠席

4 勝浦警察署　交通課長 石井　正志 欠席

5 夷隅土木事務所　所長 堀越　宏喜 欠席

6 千葉県バス協会　専務理事 成田　斉 欠席

7
千葉県タクシー協会
常任理事 外房支部長

大矢　昌明

8 東日本旅客鉄道㈱　勝浦駅長 小口　宗昭 欠席

9
【副会長】

小湊鉄道㈱　バス部長 深山　宏樹
代理

加藤　啓太

10 日東交通㈱　鴨川営業所長 松井　大樹

11
【副会長】

エミタスタクシー南総㈱　取締役支配人 古川　実

12 小湊鉄道労働組合　書記長 清水　崇志 欠席

13
【監査】

勝浦市区長会連絡協議会　副会長 君塚　司農夫

14 勝浦市民生委員児童委員協議会　会長 内田　和夫

15
【監査】

勝浦市社会福祉協議会　監事 須金　重治 欠席

16
勝浦市　都市建設課長
（市道・道路管理担当）

栗原　幸雄

17
勝浦市　福祉課長
（障害者福祉担当）

水野　伸明

18
勝浦市　学校教育課長
（学校教育担当）

森　庸光

19
勝浦市　高齢者支援課長
（高齢者福祉・支援担当）

君塚　恒寿

令和５年度勝浦市地域公共交通活性化協議会　委員名簿
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【会長・議長】

勝浦市副市長
竹下　正男

勝浦市
区長会連絡協議会

副会長
君塚　司農夫

国土交通省　関東運輸局
千葉運輸支局

首席運輸企画専門官
髙橋　直人

勝浦市
民生委員児童委員協議会

会長
内田　和夫

勝浦市都市建設課
課長

栗原　幸雄

勝浦市福祉課
課長

水野　伸明

千葉県タクシー協会
常任理事 外房支部長

大矢　昌明

勝浦市学校教育課
課長

森　庸光

日東交通㈱
鴨川営業所長

松井　大樹

勝浦市高齢者支援課
課長

君塚　恒寿

【事務局】
勝浦市企画課

　政策推進係長
渡邉　友人

【事務局】
勝浦市企画課

　課長
青山　大輔

令和５年度　第４回勝浦市地域公共交通活性化協議会　座席表

【副会長】

小湊鉄道㈱

バス路線

マネジメント課

加藤 啓太

【オブザーバー】

小湊鉄道㈱

バス路線

マネジメント課

横山 正晃

【副会長】
エミタスタクシー

南総㈱

支配人

古川 実

【オブザーバー】
エミタスタクシー

ＨＤ㈱

エミタス営業部

池邉 次男

【オブザーバー】

御宿町

企画財政課

課長

渡邉 和弥

【オブザーバー】

御宿町

企画財政課

課長補佐

柴原 進一
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令和６年度 勝浦市地域公共交通活性化協議会 事業計画（案） 

 

 

事業内容 

■地域公共交通計画に係る実施事業の進捗確認・事業評価 

■令和７年度地域公共交通確保維持改善事業に係る地域公共交通計画認定申請書の

提出（令和６年６月） 

■令和５年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価の提出（令和７年１月） 

会議開催予定 

■開催日 令和６年６月 

会 場 未定 

 議題等 ・令和５年度勝浦市地域公共交通活性化協議会事業報告及び決算報告 

・令和５年度デマンドタクシーの運行実績 

     ・地域公共交通計画に係る事業評価について 

・令和７年度地域公共交通確保維持改善事業に係る地域公共交通計画 

認定申請について 

 

■開催日 令和６年８月頃 

会 場 未定 

 議題等 ・地域公共交通計画における実施事業の進捗状況について 

 

■開催日 令和６年１１月頃 

会 場 未定 

 議題等 ・地域公共交通計画における実施事業の進捗状況について 

 

■開催日 令和７年１月頃 

会 場 未定 

 議題等 ・令和６年度地域公共交通確保維持改善事業に係る事業評価について 

・地域公共交通計画における実施事業の進捗状況について 

 

■開催日 令和７年３月頃 

会 場 未定 

 議題等 ・令和７年度勝浦市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）及び 

予算（案）について 

・地域公共交通計画における実施事業の進捗状況について  
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■歳入

（単位：円）

内訳

1 負担金 341,000 1 負担金 341,000 1 負担金 341,000

2 補助金 4,031,000 1 補助金 4,031,000 1 補助金 4,031,000

4,372,000

■歳出

（単位：円）

内訳

1 運営費 341,000 1 会議費 328,000 1 会議費 328,000

2 事務費 13,000 1 事務費 13,000

2 事業費 4,031,000 1 事業費 4,031,000 1 事業費 4,031,000

4,372,000

令和６年度　勝浦市地域公共交通活性化協議会　収支予算書（案）

款 項 目

合　　　　計

勝浦市地域公共交通活性化協議会負担金
（勝浦市→協議会）

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内
フィーダー系統確保維持事業）4,031千円（国→協議
会）

報酬支給対象10人×日額5,500円×5回＝275,000円
費用弁償（旅費）10,500円×5回＝52,500円

振込手数料2,600円×5回＝13,000円

地域公共交通確保維持改善事業費補助金（地域内
フィーダー系統確保維持事業）4,031千円（協議会→
勝浦市）

款 項 目

合　　　　計
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所属元役職名 氏  名 備考

1 勝浦市　副市長 竹下　正男

2
国土交通省　関東運輸局
千葉運輸支局 首席運輸企画専門官

髙橋　直人

3
千葉県総合企画部交通計画課
企画調整班　班長

小松　直人

4 勝浦警察署　交通課長 石井　正志

5 夷隅土木事務所　所長 堀越　宏喜

6 千葉県バス協会　専務理事 成田　斉

7
千葉県タクシー協会
常任理事 外房支部長

大矢　昌明

8 東日本旅客鉄道㈱　勝浦駅長 小口　宗昭

9 小湊鉄道㈱　バス部長 深山　宏樹

10 日東交通㈱　鴨川営業所長 松井　大樹

11 エミタスタクシー南総㈱　取締役支配人 古川　実

12 小湊鉄道労働組合　書記長 清水　崇志

13 勝浦市区長会連絡協議会　上野地区会長 君塚　司農夫

14 勝浦市区長会連絡協議会　総野地区会長

15 勝浦市民生委員児童委員協議会　会長 内田　和夫

16 勝浦市社会福祉協議会　監事 須金　重治

17
勝浦市　都市建設課長
（市道・道路管理担当）

栗原　幸雄

18
勝浦市　福祉課長
（障害者福祉担当）

水野　伸明

19
勝浦市　学校教育課長
（学校教育担当）

森　庸光

20
勝浦市　高齢者支援課長
（高齢者福祉・支援担当）

君塚　恒寿

勝浦市地域公共交通活性化協議会　委員名簿（案）
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一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
（
運
賃
）
協
議
会
に
つ
い
て

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
協
議
運
賃
制
度
に
つ
い
て
、協
議
を
行
う構
成
員
が
重
要
で
あ
る
こと
に
鑑
み
、独
占
禁
止
法

上
の
カ
ル
テ
ル
に
あ
た
る
との
疑
義
が
生
じな
い
よ
う、
運
賃
等
を
定
め
よ
うと
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
の
み
が
協

議
に
参
加
す
る
こと
とし
た

ま
た
、上
記
協
議
の
前
に
、住
民
、利
用
者
そ
の
他
利
害
関
係
者
の
意
見
を
反
映
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こと
を
規
定
した

【地
域
公
共
交
通
会
議
又
は
活
性
化
協
議
会
に
お
い
て
協
議
】

⇒
協
議
が
調
え
ば
運
賃
を
届
出

【公
聴
会
の
開
催
等

※
に
よ
り、
住
民
等
の
意
見
を
聞
く】

※
パ
ブ
リッ
クコ
メン
ト募
集
、市
政
広
報
紙
、地
域
住
民
へ
の
ア
ン

ケ
ー
ト調
査
、事
業
者
や
事
業
者
団
体
へ
の
ヒア
リン
グ
実
施
な
ど

を
想
定

【協
議
会
に
お
い
て
協
議
】

⇒
協
議
が
調
え
ば
運
賃
を
届
出

道
路
運
送
法
9条
4項
概
要

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
が
、旅
客
の
利
便
の
増
進
を図
る
た
め
に
乗
合
旅
客
の
運
送
を行
う場
合
に
お
い
て
、運
賃
等
に
つ
い
て

関
係
者
間
の
協
議
が
調
つ
た
とき
は
、あ
らか
じめ
、そ
の
旨
を国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こと
をも
つ
て
足
りる
。

施
行
規
則
9条
の
２
概
要

法
第
９
条
第
４
項
の
協
議
が
調
つ
た
とき
とは
、地
域
公
共
交
通
会
議
又
は
（
活
性
化
）
協
議
会
に
お
い
て
協
議
が
調
つ
て
い
る
とき
とす
る
。

旧

道
路
運
送
法
9条
4項
概
要

一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者
は
、次
に
掲
げ
る
者
を
構
成
員
とす
る
協
議
会
に
お

い
て
、路
線
等
に
係
る
運
賃
等
に
つ
い
て
協
議
が
調
つ
た
とき
は
、協
議
が
調
つ
た
事
項
を
国
土

交
通
大
臣
に
届
け
出
る
こと
に
よ
り、
当
該
運
賃
等
を定
め
る
こと
が
で
きる
。

一
市
町
村
又
は
都
道
府
県

二
当
該
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者

三
地
方
運
輸
局
長

四
市
町
村
の
長
（
又
は
知
事
）
が
住
民
の
意
見
を
代
表
す
る
者
とし
て
指
名
す
る
者

道
路
運
送
法
9条
5項
概
要

市
町
村
又
は
都
道
府
県
は
、前
項
の
協
議
をす
る
とき
は
、あ
らか
じめ
、公

聴
会
の
開
催
その
他
の
住
民
、利
用
者
その
他
利
害
関
係
者
の
意
見
を反
映

させ
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を講
じな
け
れ
ば
な
らな
い
。

新

新

これ
ま
で

令
和
5年
10
月
1日
以
降
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勝浦市地域公共交通運賃協議会規約（案） 

 

（目的） 

第１条 勝浦市地域公共交通運賃協議会（以下「協議会」という。）は、道路運送法（昭和 26 

年法律第 183 号）第９条第４項の規定に基づき、地域における需要に応じ当該地域の住民

の生活のための旅客の運送を確保する必要がある路線又は営業区域に係る運賃等について

協議することを目的とする。 

 

（事務所） 

第２条 協議会の事務所は、勝浦市新官 1343 番地の 1に置く。 

 

（業務） 

第３条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

（１）地域の実情に応じた適切な一般乗合旅客運送の運賃等に関する協議 

 

（協議会の委員） 

第４条 協議会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

２ 協議会は、運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業ごとに開催し、協議に

参加する委員は、当該事業に関係する者に限る。 

 

（任期） 

第５条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 前条の委員のうち、行政機関の職員及び団体の役員として委員となっている者の任期に

ついては、その職にある期間とする。 

３ 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（会長） 

第６条 会長は、勝浦市地域公共交通活性化協議会の会長を務める者をもって充てる。 

 

（副会長） 

第７条 副会長は、委員の互選により定める。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を

代理する。 

 

（会議） 

第８条 会議は、必要に応じて会長が召集し、会長が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決する。 
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４ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（会議の書面開催） 

第９条 やむを得ない事情等により、会議を開催することが困難なときは、書面により委員

に賛否を求め、委員から書面による回答を得ることで、会議の決議に代えることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員の過半数から書面による回答が得られなければ、会議の

議決に代えることができない。 

３ 第１項に規定する場合における会議の議事は、前条第３項の規定を準用する。 

 

（協議結果の尊重義務） 

第 10 条 委員は、協議会において協議が調った事項について、その協議結果を尊重しなけれ

ばならない。 

 

（事務局） 

第 11 条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、勝浦市役所企画課内に置く。 

３ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

（補則） 

第 12 条 この規約に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、会長が会議に諮り別

に定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この規約は、令和〇年〇月〇日から施行する。 

（委員の任期の特例措置） 

２ 協議会設立時における委員の任期は、第５条の規定にかかわらず、令和〇年〇月〇日ま

でとする。 

 

別表（第４条関係） 

関係条項 委員 

法第９条第４項第１号 勝浦市副市長 

法第９条第４項第２号 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者等の代表 

法第９条第４項第３号 国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 

法第９条第４項第４号 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業に関係する

住民等 
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